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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの無線装置が２点間で無線通信を行う無線システムにおいて、レーダー信号として
使用可能な周波数帯域で無線通信を行う無線装置であって、
　切替指示に基づいて、通信信号又はレーダー信号を切替えて送受信する送受信部と、
　前記送受信部からの同期信号が一定時間入力されなかった場合に無線通信の切断を検出
する検出部と、
　前記切断が検出されると、レーダー信号への切替指示を前記送受信部に出力する切替部
と、
　データを蓄積する蓄積部と、
　前記送受信部で測定された通信信号の受信電界強度が、無線通信の運用開始時に測定し
た受信信号の電界強度データの初期値に対して一定割合または特定値低下した場合に、前
記検出部に電界強度判定信号を出力する受信電界強度判定部とを備え、
　前記検出部が、前記電界強度判定信号を受信すると、当該電界強度判定信号の受信時刻
または受信回数を保持し、前記無線通信の切断を検出した場合に、前記保持された電界強
度判定信号の受信時刻または受信回数と、前記無線通信が切断された時刻とを前記蓄積部
に蓄積すると共に、
　前記送受信部が、前記レーダー信号への切替指示が入力されると、レーダー信号を特定
時間送信し、当該レーダー信号の反射波を受信して、当該反射波に関するデータを前記蓄
積部に蓄積することを特徴とする無線装置。
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【請求項２】
　前記送受信部は２次元指向性可変アンテナを備えるとともに、
　無線通信の運用開始時の２次元のレーダー受信データを記憶するレーダーデータ蓄積部
と、
　前記検出部によって前記無線通信の切断が検出されると、切断後の２次元のレーザー受
信データを取得して、前記切断後の２次元のレーザー受信データと前記運用開始時の２次
元のレーダー受信データとを比較して差分を算出する判定部とを備えたことを特徴とする
、請求項１記載の無線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、準ミリ波帯の周波数を用いて２点間で無線通信を行う無線装置に係り、特に
無線通信切断時の原因を簡易に調査でき、原因解析や復帰に要する時間とコストを低減し
、利便性を向上させることができる無線装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
［先行技術の説明］
　従来、固定設置された２台の無線装置間で、準ミリ波帯（ギガヘルツ帯）の周波数を用
いて２点間での無線通信を行う無線通信システムがある。
　このような通信システムにおいては、長期運用中に種々の要因によって無線切断してし
まうことがある。
　無線切断した場合、保守員が直接現地に行って、無線装置及び周辺の環境を調査して、
原因を特定し、装置の修理や交換、障害物の撤去等の対応策を施す必要があり、復旧には
時間とコストがかかっていた。
【０００３】
　また、２点間通信では、通信経路は通常直線であるため、当該直線上を障害物が通過す
ることにより無線切断が一時的に発生することがある。このような場合は、保守員が現地
に行っても原因がわからない。
【０００４】
［関連技術］
　尚、２点間の無線通信に関する技術としては、特開２００９－３０２９３９号公報「無
線通信システム」（株式会社日立国際電気、特許文献１）がある。
　特許文献１には、一方の無線機で受信した受信強度の情報を送信信号に重畳させて送信
し、他方の無線機において相手側の受信強度を認識可能とし、相手側において最大の受信
強度となるように、アンテナの向きを変えてアライメントすることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】２００９－３０２９３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の無線装置では、通信が切断された場合に、原因解析及び復旧に時
間とコストがかかるという問題点があった。
【０００７】
　本発明は、上記実状に鑑みて為されたもので、通信切断の原因を現地に行かずに簡易に
調査することができ、原因解析や障害復帰に要する時間及びコストを低減して、利便性を
向上させることができる無線装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記従来例の問題点を解決するための本発明は、２つの無線装置が２点間で無線通信を
行う無線システムにおいて、レーダー信号として使用可能な周波数帯域で無線通信を行う
無線装置であって、切替指示に基づいて、通信信号又はレーダー信号を切替えて送受信す
る送受信部と、送受信部からの同期信号が一定時間入力されなかった場合に無線通信の切
断を検出する検出部と、切断が検出されると、レーダー信号への切替指示を送受信部に出
力する切替部と、データを蓄積する蓄積部と、送受信部で測定された通信信号の受信電界
強度が、無線通信の運用開始時に測定した受信信号の電界強度データの初期値に対して一
定割合または特定値低下した場合に、検出部に電界強度判定信号を出力する受信電界強度
判定部とを備え、検出部が、電界強度判定信号を受信すると、当該電界強度判定信号の受
信時刻または受信回数を保持し、無線通信の切断を検出した場合に、保持された電界強度
判定信号の受信時刻または受信回数と、無線通信が切断された時刻とを蓄積部に蓄積する
と共に、送受信部が、レーダー信号への切替指示が入力されると、レーダー信号を特定時
間送信し、当該レーダー信号の反射波を受信して、当該反射波に関するデータを蓄積部に
蓄積することを特徴としている。
【０００９】
　また、本発明は、上記無線装置において、送受信部は２次元指向性可変アンテナを備え
るとともに、無線通信の運用開始時の２次元のレーダー受信データを記憶するレーダーデ
ータ蓄積部と、検出部によって無線通信の切断が検出されると、切断後の２次元のレーザ
ー受信データを取得して、当該切断後の２次元のレーザー受信データと運用開始時の２次
元のレーダー受信データとを比較して差分を算出する判定部とを備えたことを特徴として
いる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、２つの無線装置が２点間で無線通信を行う無線システムにおいて、レ
ーダー信号として使用可能な周波数帯域で無線通信を行う無線装置であって、切替指示に
基づいて、通信信号又はレーダー信号を切替えて送受信する送受信部と、送受信部からの
同期信号が一定時間入力されなかった場合に無線通信の切断を検出する検出部と、切断が
検出されると、レーダー信号への切替指示を送受信部に出力する切替部と、データを蓄積
する蓄積部と、送受信部で測定された通信信号の受信電界強度が、無線通信の運用開始時
に測定した受信信号の電界強度データの初期値に対して一定割合または特定値低下した場
合に、検出部に電界強度判定信号を出力する受信電界強度判定部とを備え、検出部が、電
界強度判定信号を受信すると、当該電界強度判定信号の受信時刻または受信回数を保持し
、無線通信の切断を検出した場合に、保持された電界強度判定信号の受信時刻または受信
回数と、無線通信が切断された時刻とを蓄積部に蓄積すると共に、送受信部が、レーダー
信号への切替指示が入力されると、レーダー信号を特定時間送信し、当該レーダー信号の
反射波を受信して、当該反射波に関するデータを蓄積部に蓄積する無線装置としているの
で、管理者は、蓄積部に蓄積された反射波に関するデータを読み出して、レーダー信号の
送信から反射波の受信までの時間から障害物までの距離を推定し、受信電界強度から障害
物の大きさを推定することができ、現地に出向かなくても通信切断の原因を簡易に調査し
て、原因解析や障害復帰に要する時間とコストを低減し、利便性を向上させることができ
る効果がある。
【００１１】
　本発明によれば、送受信部は２次元指向性可変アンテナを備えるとともに、無線通信の
運用開始時の２次元のレーダー受信データを記憶するレーダーデータ蓄積部と、検出部に
よって無線通信の切断が検出されると、切断後の２次元のレーザー受信データを取得して
、当該切断後の２次元のレーザー受信データと運用開始時の２次元のレーダー受信データ
とを比較して差分を算出する判定部とを備えた上記無線装置としているので、切断前後の
２次元上でのレーダー受信データの変化を把握することができ、より詳細な障害物の位置
や大きさ等の情報を得ることができ、無線通信切断の原因解析に利用することができる効
果がある。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る無線装置の構成ブロック図である。
【図２】レーダー機能切替部１３の処理を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係る無線装置の構成ブロック図である。
【図４】本発明の第３の実施の形態に係る無線装置の構成ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
［実施の形態の概要］
　本発明の実施の形態に係る無線装置は、準ミリ波帯の周波数を用いて通信を行う無線装
置であって、検出部が、通信の切断を検出すると切替部にその旨報知し、切替部がレーダ
ー信号に切り替えるよう送受信部に指示を出力し、送受信部が通常の送信信号に代えてレ
ーダー信号を特定時間出力し、その反射波を受信して、出力から受信までの時間と受信強
度とを測定し、時間及び受信強度を蓄積部に蓄積し、ネットワークを介して接続されたユ
ーザ端末が、蓄積部に蓄積された情報から、通信障害が生じている時間の長さや、障害物
までの距離及び障害物の大きさを算出して、一時的な障害を除く障害の原因を簡易的に調
査することができ、低コストで、原因解析や障害復帰に要する時間を短縮し、利便性を向
上させることができるものである。
【００１４】
　また、本発明の実施の形態に係る無線装置は、２次元指向性アンテナを備えることによ
り、障害物について、２次元の観測データを取得することができ、更に詳細な原因調査を
行うことができるものである。
【００１５】
　また、本発明の実施の形態に係る無線装置は、ジャイロやＧＰＳ機能を備えることによ
り、無線装置の移動や転倒といった装置自体に起因する原因についても調査可能とするこ
とができるものである。
【００１６】
［第１の実施の形態：図１］
　本発明の第１の実施の形態に係る無線装置について図１を用いて説明する。図１は、本
発明の第１の実施の形態に係る無線装置の構成ブロック図である。
　図１に示すように、本発明の第１の実施の形態に係る無線装置（第１の無線装置）１は
、準ミリ波帯の周波数を用いて、対向する無線装置（第２の無線装置）２との２点間で無
線通信を行う無線装置であり、送受信部１１と、同期信号検出部１２と、レーダー機能切
替部１３と、受信データ蓄積部１４と、インタフェース部（Ｉ／Ｆ）１５とを備えている
。
　そして、インタフェース部１５を介してネットワーク１６に接続し、ユーザ端末（ユー
ザＰＣ）に接続可能となっている。
　尚、第２の無線装置２も第１の無線装置１と同様の構成である。
【００１７】
　各構成部分について説明する。
　送受信部１１は、例えば５～３０GHzの準ミリ波帯（ギガヘルツ帯）の周波数信号の送
受信を行うものであり、本発明の実施の形態に係る無線装置の特徴として、後述するレー
ダー機能切替部１３からの指示に応じて、通常の通信信号の送受信動作と、レーダー信号
の送受信動作とを切り替えて行うものである。
【００１８】
　具体的には、送受信部１１は、無線通信が切断された場合に、レーダー機能切替部１３
からの指示により、レーダー信号の送受信動作に切り替えて、レーダー信号を一定時間送
信し、その反射波を受信して電界強度を測定し、レーダー送出時刻、反射波の受信時刻、
反射波の受信電界強度の組を受信データ蓄積部１４に蓄積する。
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【００１９】
　レーダー信号は、通信信号と同様の準ミリ波帯の連続波（ＣＷ；Continuous Wave）で
ある。つまり、本実施の形態の無線装置では、特別なハード構成を追加することなく、簡
易な構成で、低コストでレーダー信号を用いた障害物の簡易調査を行うことができるよう
にしている。
【００２０】
　また、送受信部１１は、通常、通信相手の無線装置からの同期信号を受信して同期を確
立しており、受信した同期信号を同期信号検出部に出力する。つまり、相手装置との通信
が接続状態にあれば、同期信号が定期的に出力されるが、切断されると同期信号は出力さ
れない。
【００２１】
　同期信号検出部１２は、送受信部１１からの同期信号の入力を監視して無線通信の切断
を検出するものであり、一定時間同期信号の入力が無かった場合、通信が切断されたとし
て、レーダー信号への切り替えを指示する切替信号をレーダー機能切替部１３に出力する
。
【００２２】
　レーダー機能切替部１３は、同期信号検出部１２からの切替信号が入力されると、送受
信部１１に対してレーダー送信命令（レーダー信号への切替指示）を出力するものである
。
　また、レーダー機能切替部１３は、通信切断後、所定回数の再接続のトライを行っても
、一定時間以上再接続できなかった場合には、無線通信が切断状態にあることを管理者で
あるユーザＰＣ１７に報知する。
【００２３】
　受信データ蓄積部１４は、送受信部１１からのレーダー送出時刻、反射波の受信時刻、
反射波の受信電界強度の組を記憶するものである。
【００２４】
　尚、図示は省略するが、第１の無線装置１には、受信信号を復調して受信データを取り
出す信号処理部や復調部が設けられており、受信データはインタフェース部１５からネッ
トワーク１６を介してユーザ端末１７に送出される。
【００２５】
　また、ユーザ端末１７は、無線装置１の管理を行う管理者の端末であり、ネットワーク
１６及びインタフェース部１５を介して無線装置１に接続し、受信データ蓄積部１４に蓄
積されたレーダー信号の送受信動作（レーダー動作）での測定結果を読み出して、解析す
る。
　具体的には、レーダー信号の送出時刻と反射波の受信時刻とから障害物までの距離を算
出したり、レーダー信号の反射波の受信強度から障害物の大きさを算出する。
　尚、これらの解析機能を無線装置１に設けてもよい。
【００２６】
　これにより、本装置では、通信経路上を物体が通過した場合等の一時的な切断は障害と
みなさずに無視することができ、また、一時的ではない切断が発生したと判断した場合に
直ちに保守員が現地まで出向かなくても、距離や大きさから原因を推定して、原因調査を
簡易的に行うことができ、その後の詳細な原因解析や障害復帰を容易にすることができる
ものである。
【００２７】
［無線装置１の動作：図１］
　次に、無線装置１の動作について図１を用いて説明する。
　送受信部１１は、通常の通信を行っている場合、相手装置から受信した同期信号を同期
信号検出部１２に出力する。
　同期信号検出部１２は、一定時間同期信号が入力されない場合、通信が切断されたと判
断してレーダー機能切替部１３に切替信号を出力する。
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【００２８】
　レーダー機能切替部１３は、切替信号が入力されると、送受信部１１にレーダー送信命
令を出力する。尚、レーダー送信命令は、ユーザ端末１７からネットワーク１６を介して
入力することもできる。
　送受信部１１は、レーダー送受信命令を受信すると、通常の信号ではなくレーダー信号
としてＣＷ信号を一定の短い時間出力する。その際、レーダー信号の出力時刻を記憶する
。そして、送受信部１１は、障害物によって反射されて戻ってきたレーダー信号の反射波
を受信し、受信電界強度を測定し、送信時刻及び受信時刻を対応付けて受信データ蓄積部
１４に出力する。
【００２９】
　尚、送受信部１１は、レーダー信号の送信時刻及び反射波の受信時刻をそのまま受信デ
ータ蓄積部１４に出力する代わりに、演算処理部を設けて、送受信時刻から距離を算出し
て、距離データを受信データ蓄積部１４に出力する構成としてもよい。
【００３０】
　そして、後述するように、レーダー機能切替部１３の制御により、送受信部１１は再接
続をトライし、接続した場合には通常の通信に復帰し、接続できなかった場合には、所定
の回数までレーダー動作と再接続を試みる。
　更に、所定回数のレーダー動作を行っても再接続できない場合には、一定時間までは再
接続のトライを繰り返し、一定時間が経過した場合には、ユーザＰＣ１７に通信切断を報
知するようになっている。
　レーダー機能切替部１３の処理については後述する。
【００３１】
　ユーザ端末１７は、無線装置１から通信切断の報告を受信した場合、又は定期的に、無
線装置１にアクセスして、受信データ蓄積部１４に記憶されたデータを読み出し、レーダ
ー信号の送信時刻及び反射波の受信時刻から障害物までの距離を算出し、反射波の受信強
度から障害物の大きさを算出する。
　このようにして、無線装置１の動作が行われるものである。
【００３２】
［レーダー機能切替部１３の処理：図２］
　次に、レーダー機能切替部１３の処理について図２を用いて説明する。図２は、レーダ
ー機能切替部１３の処理を示すフローチャートである。
　図２に示すように、レーダー機能切替部１３は、同期信号検出部１２で回線切断を検出
したか否か、つまり同期信号検出部１２から切替信号が入力されたか否かをチェックし（
１００）、回線切断された場合（Yesの場合）には、送受信部１１にレーダー送信命令を
出力して送受信部１１をレーダー動作に切り替える（１０２）。
　これにより、送受信部１１は、上述したようにレーダー信号の送受信動作を行う。
　また、レーダー機能切替部１３は、カウンタとタイマを備えており、レーダー動作を行
った回数をインクリメントすると共に、タイマをスタートさせる。
【００３３】
　レーダー動作を行わせると、レーダー機能切替部１３は、送受信部１１をレーダー動作
から一旦通常の動作に切り替えて再接続のトライを行わせる（１０４）。
　そして、レーダー機能切替部１３は、同期信号検出部１２からの切替信号の有無により
、再接続したか否かを判断し（１０６）、再接続した場合（Yesの場合）には、タイマ及
びカウンタをリセットして、処理１００に移行する。
【００３４】
　具体的には、レーダー機能切替部１３は、処理１０６で、同期信号検出部１２からの切
替信号が一定時間入力されなければ、再接続したと判断する。
　これにより、無線装置１では、一時的な切断があっても、短時間で再接続した場合には
障害とならずに通常の無線通信動作に復帰するものである。
【００３５】
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　また、処理１０６で再接続できなかった場合（Noの場合）、つまり一定時間以内に同期
信号検出部１２からの切替信号が入力された場合には、レーダー機能切替部１３は、カウ
ンタを参照してレーダー動作を行った回数をチェックして、予め設定された回数（ここで
はＮ回）のレーダー動作を連続して行ったかどうかを判断し（１０８）、Ｎ回に達してい
なければ（Noの場合）、処理１０２に移行して再びレーダー動作を行わせ、カウンタをイ
ンクリメントする。
【００３６】
　また、処理１０８でレーダー動作を行った回数がＮ回に達した場合（Yesの場合）、レ
ーダー機能切替部１３は、タイマを参照して、最初のレーダー動作を行ってから（又は回
線切断してから）特定時間が経過したか否かを判断し（１１０）、特定時間が経過してい
なければ（Noの場合）、処理１０４に移行して再接続のトライを繰り返す。
【００３７】
　処理１１０で、特定時間を経過した場合（Yesの場合）、レーダー機能切替部１３は、
ユーザ端末１７（管理者）に通信切断を通知して（１１２）、タイマ及びカウンタをリセ
ットし、処理を終わる。
　このようにして無線装置１のレーダー機能切替部１３の処理が行われるものである。
【００３８】
［第１の実施の形態の効果］
　本発明の第１の実施の形態に係る無線装置によれば、準ミリ波帯の無線装置において、
同期信号検出部１２が無線通信の切断を検出すると、レーダー機能切替部１３に切替信号
を出力し、レーダー機能切替部１３が切替信号を受信すると、送受信部１１にレーダー送
信命令を出力し、送受信部１１が通常の送信信号の代わりに連続波であるレーダー信号を
出力して反射波を受信して受信電界強度を測定し、レーダー信号の送信時刻、反射波の受
信時刻及び受信電界強度の測定値を受信データ蓄積部１４に蓄積するようにしているので
、ユーザＰＣ１７から受信データ蓄積部１４に蓄積されたレーダー信号の送受信に関する
データを取得して解析すれば、保守員が現地に出向かなくても、簡易的な調査として障害
物までの距離や障害物の大きさを把握することができ、原因解析や障害復帰に要するコス
ト及び時間を低減することができる効果がある。
【００３９】
　また、第１の実施の形態に係る無線装置では、回線切断が発生した場合、レーダー動作
を行った後に再接続を試み、再接続できた場合には通常動作に復帰し、再接続できなかっ
た場合、再度レーダー動作と再接続を繰り返し、再接続できないまま特定時間を超えた場
合に、レーダー機能切替部１３がユーザＰＣ１７に無線通信切断を報知するようにしてい
るので、物体の通過等の一時的な切断を障害と検出せず、また、管理者は、ユーザＰＣ１
７への報知があった場合に障害の解析を行うことにより、効率的な保守管理を行うことが
できる効果がある。
【００４０】
［第２の実施の形態：図３］
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る無線装置について図３を用いて説明する。図３
は、本発明の第２の実施の形態に係る無線装置の構成ブロック図である。
　図３に示すように、本発明の第２の実施の形態に係る無線装置３は、上述した第１の実
施の形態に係る無線装置１と同様に準ミリ波帯の無線装置であり、送受信部２１と、受信
電界強度初期データ蓄積部２２と、受信電界強度判定部２３と、同期信号検出部２４と、
レーダー機能切替部２５と、受信データ蓄積部２６とを備えている。
【００４１】
　尚、無線装置３も第１の無線装置１と同様に、ネットワークに接続するインタフェース
部を備え、ユーザ端末に接続可能となっているが、ここでは図示を省略する。
　また、上記構成部分の内、レーダー機能切替部２５は、無線装置１と同様であるため説
明を省略する。
【００４２】
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　無線装置３の特徴部分について説明する。
　無線装置３の送受信部２１は、レーダー動作時だけでなく、通常の無線通信時にも受信
信号の受信電界強度を測定し、受信電界強度判定部２３に出力する。
【００４３】
　受信電界強度初期データ蓄積部２２は、無線通信の運用を開始した直後に測定した受信
信号の電界強度データを記憶するものである。つまり、受信電界強度初期データ蓄積部２
２は、障害物等が無く、装置も良好な状態での通信信号の受信電界強度の値を初期値とし
て記憶している。
【００４４】
　受信電界強度判定部２３は、送受信部２１で測定された通信信号の受信電界強度と、受
信電界強度初期データ蓄積部２２に記憶された受信電界強度の初期値とを定期的に比較し
て、無線通信における受信電界強度の低下を検出するものである。
【００４５】
　具体的には、受信電界強度判定部２３は、受信電界強度が初期値から特定の割合だけ低
下した場合に同期信号検出部２４に電界強度の低下を示す電界強度判定信号を出力するも
のであり、予め初期値に対して一定割合低下した電界強度の値をしきい値として記憶して
おき、送受信部２１からの受信電界強度がしきい値未満となった場合に、同期信号検出部
２４に電界強度判定信号を出力する。
　尚、受信電界強度判定部２３は、初期値に対する特定の割合ではなく、初期値から特定
量低下した場合に電界強度判定信号を出力する構成としてもよい。
【００４６】
　同期信号検出部２４は、上述した無線装置１と同様に、送受信部２１からの同期信号を
監視して無線通信の切断を検出するものであるが、無線装置３の特徴として、更に、受信
電界強度判定部２４からの通信信号の電界強度判定信号を受信すると、その受信時刻を保
持しておき、無線通信が切断された場合に、電界強度判定信号の受信時刻と通信の切断時
刻とを受信データ蓄積部２６に蓄積するものである。
　尚、電界強度判定信号の受信時刻の代わりに、簡易的に電界強度判定信号の受信回数を
カウントしておき、切断時に、切断時刻と共に電界強度判定信号の受信回数を受信データ
蓄積部２６に蓄積するようにしてもよい。
【００４７】
　これにより、管理者は、無線通信が切断されるどのくらい前から通信信号の受信電界強
度の低下が始まったのか、連続的に低下したのか、といった受信電界強度の低下の経緯を
把握することができ、切断に至った状況を推測して障害の原因解析に利用することができ
るものである。
【００４８】
　受信データ蓄積部２６は、無線装置１と同様に、送受信部２１からのレーダー動作の結
果であるレーダー信号の送信時刻、レーダー反射波の受信時刻、受信電界強度を記憶する
と共に、無線装置３の特徴として、同期信号検出部２４からの切断時刻及び通信信号の電
界強度判定信号の受信時刻を記憶する。
【００４９】
［無線装置３の動作：図３］
　無線装置３の動作について図３を用いて簡単に説明する。
　無線装置３では、無線通信の開始時に、送受信部２１が通信信号の受信電界強度を測定
して、受信電界強度初期データ蓄積部２２に記憶する。
　そして、運用時に、送受信部２１が通信信号の受信電界強度を測定して、受信電界強度
判定部２３に出力し、受信電界強度判定部２３が、受信電界強度初期データ蓄積部２２に
記憶された初期値より所定の割合だけ低下したしきい値と比較して、測定された受信電界
強度がしきい値未満であった場合に、電界強度判定信号を同期信号検出部２４に出力する
。
【００５０】
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　同期信号検出部２４は、電界強度判定信号を受信すると、その受信時刻を記憶しておく
。それと共に、送受信部２１からの同期信号を監視して、同期信号が一定時間入力されず
、通信切断と判断した場合には、レーダー機能切替部２５に切替信号を出力すると共に、
切断時刻と、電界強度判定信号の受信時刻とを受信データ蓄積部２６に蓄積する。
【００５１】
　レーダー機能切替部２５は、切替信号を受信すると、送受信部２１にレーダー送信命令
を出力する。
　送受信部２１は、レーダー送信命令を受信すると、連続波のレーダー信号を出力し、反
射波の電界強度を測定して、レーダー信号の送信時刻、反射波の受信時刻と電界強度とを
受信データ蓄積部２６に蓄積する。
　そして、ユーザ端末では、受信データ蓄積部２６に記憶されたレーダー信号の受信結果
と、受信電界強度の低下の状況を読み出して、無線切断の原因解析に利用する。
　このようにして、無線装置３の動作が行われるものである。
【００５２】
［第２の実施の形態の効果］
　本発明の第２の実施の形態に係る無線装置によれば、受信電界強度判定部２３が、送受
信部２１で測定された通信信号の受信電界強度を、受信電界強度の初期値と比較して、所
定の割合よりも低下している場合には、電界強度判定信号を同期信号検出部２４に出力し
、同期信号検出部２４が、電界強度判定信号の受信時刻を保持しておき、無線通信の切断
を検出すると、送受信部２１にレーダー動作を行わせると共に、切断時刻と電界強度判定
信号の受信時刻とを受信データ蓄積部２６に記憶するようにしているので、管理者は、レ
ーダー信号による障害物の情報に加えて、通信信号の電界強度の低下の経緯を把握するこ
とができ、原因解析に利用することができる効果がある。
【００５３】
［第３の実施の形態：図４］
　次に、本発明の第３の実施の形態に係る無線装置について図４を用いて説明する。図４
は、本発明の第３の実施の形態に係る無線装置の構成ブロック図である。
　図４に示すように、本発明の第３の実施の形態に係る無線装置４は、準ミリ波帯の無線
装置であり、送受信部３１と、無線接続前レーダーデータ蓄積部３２と、同期信号検出部
３３と、レーダー機能切替部３４と、受信データ蓄積部３５と、データ判定部３６とを備
えている。
　更に、送受信部３１には、２次元指向性可変アンテナ３１ａが設けられている。
【００５４】
　尚、無線装置４も、ネットワークに接続するインタフェース部を備え、ユーザ端末に接
続可能となっているが、ここでは図示を省略する。
　また、同期信号検出部３３、レーダー機能切替部３４は第１の装置の同期信号検出部１
２、レーダー機能切替部１３と同様であるため、説明を省略する。
【００５５】
　無線装置４の特徴部分について説明する。
　無線装置４の送受信部３１は、２次元指向性可変アンテナ３１ａを備えており、受信信
号について２次元の観測データを得ることができるものである。
　具体的には、レーダー動作時に、反射波が受信された方向及びそれぞれの方向成分の受
信電界強度を測定することができるものである。
【００５６】
　また、無線接続前レーダーデータ蓄積部３２は、無線通信の運用開始時にレーダー動作
を行って観測されたレーダー反射波の２次元のレーダー受信データ（受信電界強度）を初
期値として記憶しているものである。
【００５７】
　受信データ蓄積部３５は、送受信部３１から出力されたレーダー動作の結果として、レ
ーダー信号の送受信時刻と、レーダー反射波の２次元の各方向成分の受信電界強度を蓄積
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するものである。
【００５８】
　データ判定部３６は、送受信部３１から入力された無線切断後の２次元のレーダー受信
データを、無線接続前レーダーデータ蓄積部３２に初期値として記憶されている２次元の
レーダー受信データと比較して、各方向成分毎に差分を算出する。そして、算出された差
分を、ネットワークを介してユーザ端末に送信する。
【００５９】
［無線装置４の動作：図４］
　無線装置４の動作について図４を用いて説明する。
　無線装置４では、無線通信の開始前に、送受信部３１がレーダー動作を行って、２次元
の各方向成分毎にレーダー反射波の受信電界強度を測定し、２次元のレーダー受信データ
初期値として無線接続前レーダーデータ蓄積部３２に記憶する。
【００６０】
　そして、運用時に、同期信号検出部３３が送受信部３１からの同期信号を監視して、通
信切断と判断した場合には、レーダー機能切替部３４に切替信号を出力する。
　レーダー機能切替部３４は、切替信号を受信すると、送受信部３１にレーダー送信命令
を出力し、送受信部３１はレーダー動作を行う。
【００６１】
　送受信部３１は、レーダー信号の送信と、レーダー反射波の受信を行って、２次元の各
方向成分毎に受信電界強度を測定し、２次元のレーダー受信データとして、送受信時刻と
共に受信データ蓄積部３５に記憶する。
【００６２】
　データ判定部３６は、受信データ蓄積部３５に記憶された２次元のレーダー受信データ
と、無線接続前レーダーデータ蓄積部３２に記憶されたレーダー受信データの初期値とを
定期的に比較して、差分を求める。
　そして、ネットワークを介してユーザ端末に送信する。
　ユーザ端末では、レーダー信号の送受信時刻から障害物までの距離を算出すると共に、
切断前と切断後の２次元のレーダー受信データの差分に基づいて、どの方向にどの程度の
大きさの障害物があるかを解析することが可能となるものである。
【００６３】
　また、ここでは、データ判定部３６を無線装置３に設けて、無線装置側で切断前後の差
分を算出するようにしているが、無線接続前レーダーデータ蓄積部３２に記憶されたレー
ダー受信データの初期値と、受信データ蓄積部３５に蓄積されたデータとをネットワーク
を介してユーザ端末に送信し、ユーザ端末側で差分を求める処理を行ってもよい。
【００６４】
［ジャイロ、ＧＰＳを備えた場合］
　更に詳細な情報を取得する構成として、無線装置４にジャイロ（ジャイロセンサ）やＧ
ＰＳ（Global Positioning System）を備えてもよい。
　ジャイロは、物体の傾きを検出するものであり、正常な無線装置４の設置状態に対する
傾きを検出する。
　ＧＰＳは、無線装置３の位置を検出する。
【００６５】
　そして、ジャイロ及びＧＰＳは、無線通信の運用開始時の傾き及び位置データを計測し
て、レーダー受信データの初期値と同様に、無線接続前レーダーデータ蓄積部３２に記憶
しておく。
【００６６】
　そして、ジャイロ及びＧＰＳは、無線切断が発生した場合に、同期信号検出部３３から
の指示により、傾き及び位置データを計測して、受信データ蓄積部３５に蓄積しておく。
　又は、ジャイロ及びＧＰＳは、定期的に傾きデータ及び位置データを蓄積するようにし
てもよく、この場合には、無線切断が発生する前から装置の傾き及び位置データを取得す
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ることができ、記憶されたデータを解析することにより、装置の設置状態が変化した時期
を特定することができるものである。
【００６７】
　無線切断が発生した場合には、データ判定部３６は、受信データ蓄積部３５に蓄積され
た２次元のレーダー受信データと、ジャイロ及びＧＰＳのデータを読み出して、無線接続
前レーダーデータ蓄積部３２に記憶された傾き及び位置データと比較し、差分を算出して
ユーザ端末に送信する。
【００６８】
　管理者は、送信されたデータを解析して、切断時に測定された傾き及び位置データが、
初期値の傾き及び位置データと一致する場合は、無線装置４の設置状態には変化はないも
のと判断でき、通信経路上に障害物が存在することが通信切断の原因であると考えられる
。
【００６９】
　また、切断時に測定された傾き及び位置データと初期値との間にずれがある場合には、
無線装置自体の回転や移動が発生している場合であり、アンテナのアライメントずれや装
置の故障が考えられる。
　このようにして、ジャイロやＧＰＳを備えた場合には、無線装置の状態について一層詳
細な情報を取得することができ、無線切断の原因をある程度推定可能として、迅速に復帰
させることができるものである。
【００７０】
［第３の実施の形態の効果］
　本発明の第３の実施の形態に係る無線装置によれば、送受信部３１が２次元指向性可変
アンテナ３１ａを備え、無線通信の運用開始時にレーダー動作を行って、２次元のレーダ
ー受信データを無線接続前レーダーデータ蓄積部３２に記憶しておき、無線通信の切断が
検出されると、送受信部３１がレーダー動作を行って切断後の２次元のレーダー受信デー
タを取得して受信データ蓄積部３５に蓄積し、データ判定部３６が、受信データ蓄積部３
５に蓄積された切断後のレーダー受信データと、初期値とを比較して差分を算出し、ネッ
トワークを介してユーザ端末に送信するようにしているので、切断前後の２次元上でのレ
ーダー受信データの変化を把握することができ、より詳細な障害物の位置や大きさ等の情
報を得ることができ、無線通信切断の原因解析に利用することができる効果がある。
【００７１】
　また、本発明の第３の実施の形態に係る無線装置によれば、ジャイロ及びＧＰＳを備え
、無線通信の運用開始時の装置の傾き及び位置データを測定して無線接続前レーダーデー
タ蓄積部３２に記憶しておき、無線通信切断時に、ジャイロ及びＧＰＳが、傾き及び位置
データを測定して受信データ蓄積部３５に蓄積し、データ判定部３６が、受信データ蓄積
部３５に蓄積された切断後の傾き及び位置データと、初期値の傾き及び位置データとを比
較して差分を算出し、ユーザ端末に送信するようにしているので、管理者は、無線切断が
無線装置自体の転倒等による傾きや位置のずれによるものか否かを推定でき、迅速に障害
復帰させることができる効果がある。
【００７２】
　尚、第１～第３の実施の形態に係る無線装置では、レーダー切替部がレーダー送信命令
を送受信部に出力し、送受信部がレーダー信号を送信するようにしたが、レーダー切替部
が直接レーダー信号を出力して、送受信部を経由して送信するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、無線通信切断時の原因を簡易に調査でき、原因解析や復帰に要する時間とコ
ストを低減し、利便性を向上させることができる無線装置に適している。
【符号の説明】
【００７４】
　１，２，３，４...無線装置、　１１，２１，３１...送受信部、　１２，２４，３３..
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.同期信号検出部、　１３，２５，３４...レーダー機能切替部、　１４，２６，３５...
受信データ蓄積部、　１４...インタフェース部、　１６...ネットワーク、　１７...ユ
ーザ端末、　２２...受信電界強度初期データ蓄積部、　２３...受信電界強度判定部、　
３１ａ...２次元指向性可変アンテナ、　３２...無線接続前レーダーデータ蓄積部、　３
６...データ判定部

【図１】 【図２】
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